
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館又は、イベントを中止することがありますのでご理解願います。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
のため、下記のサービスを停止・一部制限
しています。

ご来館されるみなさまへのお願い

学習室の利用について

ぬいぐるみおとまりかい

今月の展示

イベントはホームページやツイッターでもご案内しています。

不明な点がございましたら、お電話でお問合せください。

ＨＰ：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｋｍｎｌｉｂ.ｊｐ

Ｔｗｉｔｔｅｒ：＠Ｋａｍｉｎｏｋａｗａｌｉｂ▶問い合わせ先＝生涯学習課　生涯学習係　　　  ９１５９56☎

▶問い合わせ先＝生涯学習課　生涯学習係　　　  ９１５９56☎

無料

無料

申込要

・１階閲覧席の座席使用

・インターネットＰＣ及び視聴覚ブースの利用

・２階休憩コーナーの使用

詳しくは図書館ホームページをご覧ください。

◆マスクの着用をお願いします。
　体調に不安のある場合の来館はお控えください。
◆室内換気のため、窓をあけています。
　体温管理にご留意の上、ご来館ください。
◆館内への滞在時間は短時間とさせていただきます。

◆館内入口に消毒液を設置しています。
　手指の消毒にご利用ください。
◆身体的距離の確保へご協力をお願いします。
◆カウンターにパーテーションを設置しています。
　ご用のある方はカウンタースタッフにお声かけください。

読書通帳　２０２１春書籍除菌機を設置しました
本を借りてポイントを貯めて、景品と交換しよう！

１月に開催したおみくじに書かれている対象の本を借りると

さらにポイントがもらえるよ♪

ポイント付与・交換期間：５月９日（日）まで

対象：本・雑誌・紙芝居（ＣＤ・ＤＶＤは対象外）

スタッフおすすめの１冊
「怒りにとらわれないマインドフルネス」

藤井 英雄 //著　（498.3ﾌ）

今回は『怒り』とストレスコーピング（ストレス対処法）と

して話題の『マインドフルネス（瞑想）』を取り上げた本のご

紹介です。『怒り』は２次感情です。では１次感情とは何

でしょうか？・・・怒りの仕組みの解説から、１日１０秒の

マインドフルネスの紹介、自己肯定感の大切さが書かれて

います。ストレス社会と言われる時代、セルフケアとして

参考になる１冊です。

紫外線により、ほこりやにおいをとることがで
きます。一度に６冊まで除菌ができます。
貸出の際は、ぜひご利用ください。

おうちのぬいぐるみを図書館にお泊まりさせて
みませんか？その様子をアルバムにしてプレゼ
ントします♪
預かり日：５月１日（土）～５月５日（水）
お迎え日：５月１５日（土）～５月２３日（日）
対象：０歳～小学生
定員：先着１０名
申込み：４月１７日（土）から
電話、カウンターにて受付

企画１

企画１

企画２

季節

季節

季節

季節

「こどもの読書週間」

「絵本屋さん大賞」

「本で旅する」

「みどり」

「こどもの日」

「母の日」

「父の日」

５月３０日（日）まで

５月３０日（日）まで

５月３０日（日）まで

５月３０日（日）まで

５月５日（水）まで

５月９日（日）まで

５月１１日（火）から

【利用時間】午前１０時～午後１時／午後３時～６時

【利用方法】カウンターにて申込用紙の記入、また

は「とちまる安心通知」の登録をお願いします。

受付時に検温をさせていただきます。体調のすぐれ

ない方、マスクの着用がない方のご利用はご遠慮く

ださい。

詳しくは図書館ホームページをご覧ください。

「女性の人権　男女共同参画社会の実現」

５月の開放事業「キャンドル作り」

図書館では、感染拡大防止のため様々な対策をして開館しています。皆様のご理解ご協力をお願いします。

　日本国憲法では、「男女の同権・平等」が定められています。この「男女平等」という考え方は、今日

でこそ当然の事になりました。しかし、過去の歴史では長い間、女性は男性より低い地位に置かれてきま

した。日本では大正デモクラシーにより、大正１４（１９２５）年に普通選挙が実現します。しかし、こ

の時に選挙権が与えられたのは男性のみでした。女性に参政権が与えられるのはその２０年後の昭和２０

（１９４５）年です。翌年に行われた戦後初の衆議院選挙では１３８０万人の女性が初めて国政選挙に投

票し、３９名の女性国会議員が誕生しました。

〇男女雇用機会均等法
　男女平等のための法律の整備はその後も着々と進みました。昭和６１（１９８６）年に施行された「男

女雇用機会均等法」では採用や待遇、定年など雇用の分野での性別による差別が禁止されました。それま

で女性の職業とされてきた看護婦が看護師に、スチュワーデスが客室乗務員に、保母が保育士に、それぞ

れ名称が変更されたのもこの法律の影響です。平成１１（１９９９）年には「男女共同参画社会基本法」

が制定され、国や地方自治体が男女共同参画を積極的に推進することが規定されました。

〇男女共同参画社会実現のために
　男女共同参画社会の実現に向けて様々な取組が進められていますが、解決すべき課題はあります。例え

ば雇用の分野では、管理職に就く女性の割合が低いことが指摘されます。男女の平均賃金の格差も残って

います。その根本の原因として「男は仕事、女は家庭」というように男女の役割を固定的にとらえる意識

が社会に根強く残っていることが挙げられます。男女共同参画の現状に関する栃木県の調査（２０１９

年）では、県内の市町の自治会長３，９６６人のうち、女性は１０８人（２．７％）で全国平均（６．

１％）の半分以下です。一方、県内企業で育児休業を取得する男性社員の割合は２０１４年の０．８％が

２０１９年には８．９％に上昇するなど、少しずつ意識変革が進んできている面も見られます。

　男女が、社会の対等な構成員として、性別にとらわれることなく、自らの意志によって、家庭、地域、

職場、その他のあらゆる分野の活動に参画できるような「男女共同参画社会」の実現が求められます。

バラのキャンドル

▶期日＝５月２３日（日）　午前１０時から

▶場所＝東館南集会所

▶講師＝小野崎　洋子先生

▶材料費＝１，０００円

▶定員＝５人（申し込み順・町内在住または勤務の方）

▶申し込み期間＝５月１０日（月）～２１日（金）

おのざき　　　 ようこ

図  書  館図  書  館図  書  館図  書  館 ☎ 56 7825

FAX 56 7826
 4月～ 9月：午前9時30分～午後7時

10月～ 3月：午前9時30分～午後6時30分

休館日：（毎週月曜・祝日は開館）：  5月10日・17日・24日・31日 / 6月7日・14日・21日・28日

東館南集会所東館南集会所
〒３２９－０６１１

　上三川町大字上三川１２２３－１

☎ 56 ８５０６
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